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運動期間 

令和７年 12月１日(月)から 12月 10日(水) 

 ○「交通安全意識を高める日」        12月１日(月) 

 ○「自転車安全利用の日」          12月２日(火) 

運動重点 

⑴  こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保と反射材用品や明

るい目立つ色の衣服等の着用促進 

⑵  飲酒運転等の根絶と夕暮れ時・夜間の早めのライト点灯やハイビ

ームの活用の促進 

⑶  自転車等の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメット着用の促進  

白川台交番だより
令和７年 

須磨警察署 

☏731-0110 

年末の交通事故防止運動 

改正道交法 2024のポイント～自転車の交通ルールが変わりました～ 
 
 

１ 反則金を導入(2026年４月１日施行予定) 

16歳以上の信号無視や一時不停止等は交通反則通告制度(反則金納付)の対象に 

２ 罰則の強化(2024年 11月１日施行) 

  自転車運転中の携帯電話使用等の禁止、酒気帯び運転の罰則規定を整備 

３  安全確保(2026年４月１日施行予定) 

  自動車が自転車の右側を通過する場合※１ 

  自動車は、その間隔に応じた安全な速度で進行すること 

  自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行すること 

                 ※１ 自動車と自転車の両者の間に十分な間隔がない場合をいいます 

 

スマートフォンは 

ここから！ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 須磨警察署からのお知らせ ～ 


